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問われる理事長・専務理事の「労使協調」 
 

現在の理事長・専務理事は何度も「労使関係の改善」を述べ、組合による労働委員会への「あっせ

ん」申し立てを受けて平成２７年度と平成２８年度の期末・勤勉手当の未払い分の支給を認め、一見

すると組合に対して柔軟な姿勢を示したように見えますが、全くそのような事はありません。今号の

組合ニュースで取り上げる抗議書や最近の団体交渉のやり取りを見ると、法人の「労使協調」の姿勢

がどこまで本物か、残念ながらはなはだ悲観的にならざるを得ません。 

組合ニュースＮｏ．２６でお知らせした通り、１２月７日の団体交渉の後に交わした覚書や法人に

提出した要求書、組合ニュースＮｏ．２５でお伝えした１月２４日付けで組合から法人へ提出した回

答書などに対しても、法人からは何もコメントも提案もありませんでした。このような法人による組

合を無視した一方的な対応が続いていることについて、2 月 14 日に組合から法人に対して７項目を挙

げて文書で抗議しました。それに対して、２月１６日に法人からの回答がありました。 

その後、２月１９日に第１回あっせんがあり、３月１日と７日には団体交渉が開催されました。第

１回あっせんについては組合ニュースＮｏ．２５、３月１日の団体交渉については前号組合ニュース

でそれぞれお伝えしました。この間の組合と法人とのやりとり、そして３月７日の団体交渉と関連す

る内容も含み、今号後半で取り上げる勤務延長教員との雇用契約に関する問題をも触れていますので、

やや情報が古く、話が前後しますが、今号組合ニュースでは、まずこの組合からの抗議書から話を始

めたいと思います。 

 

１２月７日以降の法人による組合無視の対応に対して抗議書を提出 

２月１４日、組合は法人に対して以下のような文書を提出して、７項目について抗議しました。 

 

不誠実な組合対応が継続されていることへの抗議 

 

標記について、北海道労働委員会によるあっせんや救済命令がなされているにもかかわらず、

ここ一年近くにわたって下記のような不誠実な組合対応が続いている。このような事実に直面し

て、札幌大学の発展を期する上で不可欠であるはずの円滑な労使関係構築の実現に関して、本組

合は悲観するとともに深い憂慮を抱いている。したがって、これまでの法人による組合対応に、

本組合は断固抗議するとともに、法人に対して組合対応への猛省を要求する。 

 

記 

 

１．北海道労働委員会にあっせん申請中である過年度分の期末・勤勉手当についても、北海道労働

委員会からの救済命令は、主に法人による手当支給までの団体交渉等の組合との交渉手続方法が

不当であり、組合への支配介入が認められるため、今の給与規程の変更は無効であり、年間支給

率３．３か月も無効であると判断している。それにもかかわらず、相変わらず法人は大学の収支



や財政事情を論じることで、救済命令について自分の都合に合わせた一方的な曲解を続けている。

さらに、２０１７年１１月２日の団体交渉の場においては、組合側に過年度分手当の支給を期待

させるような文書まで作成・配布するなど、極めて不誠実な組合対応を行っている。本組合はこ

のような法人の不誠実な組合対応に強く抗議する。 

なお、本事案については、現在、北海道労働委員会にあっせん申請中であるため、議論はその

場に譲ることとして、ここでは深く立ち入らないことにする。 

２．２０１７年９月２８日に執行委員長と専務理事が「事務職員の課外活動に係る取扱いについて、

今後、労使双方で協議する」記された文書に署名しながら、一度も法人から協議開催が持ちこま

れたことがない。この件についても、本組合は法人のこうした不誠実な姿勢に強く抗議する。 

なお、本事案についても、現在、北海道労働委員会にあっせん申請中であるため、議論はその

場に譲ることとして、ここでは深く立ち入らないことにする。 

３．２０１７年２月９日の北海道労働委員会の場において、前年６月１７日付けで法人より申請さ

れたあっせんに対し、「法人及び札幌大学教職員組合は、労使関係の再構築と大学の発展に向け

て、労使双方が誠実に協議することとする」と記されたあっせん案に労使の代表が記名捺印して

いながら、一年経過してもなお、労働協約が締結されていない。 

なお、２０１７年８月まで断続的に協議が進められ、同年９月１３日には組合案を提示した。

そのことに対して半年近くが経過した２０１８年２月になっても、未だに法人は何らのコメント

すら示していない。同組合案はかつて労使が協力して締結した労働協約をベースにしたものであ

るにもかかわらず、このような対応が続いていることについて、本組合は遺憾の意を有している。 

したがって、本組合はこのような法人の不誠実な組合対応に関して強く抗議する。 

４．２０１７年１２月７日に開催された団体交渉では、図書館改造工事に先立って「（補助金申請

の際に提出した）その図面を（組合に）提供してもらいたい」との組合側要求に対して、法人側

は「それは（補助金の）決定が来てから示す」と回答しておきながら、図面は未だに組合に示さ

れていない。また、補助金の交付の決定に伴う２０１８年２月中に予定している図書館改造工事

開始にあたって、図書館職員に対して 2 月上旬に休憩室等に関する要望や意見を２月１３日まで

に知らせるよう求めている。労働環境の悪化が懸念されているにもかかわらず、この件について

も本組合には事前に何の通知もない。 

上述したように、この間、法人から、本組合に補助金の交付決定や図書館の改造工事決定、保

育園建設予定図面、休憩室の代替案は示しておらず、極めて不誠実な組合対応がみられる（２０

１７年１２月２１日付け組合ニュースＮｏ．２２他、議事録音などを参照されたい）。 

時間外勤務・休日勤務など職員の労働環境について、衛生委員を組合からメンバーとして参加

させることや、３６協定の更新の締結に際して組合による調印が求められていること等が、労働

基準監督署から義務付けられている。こうした観点からも、教職員の職場環境の維持と改善に取

り組む組合に不誠実な対応をとることは大きな問題であり、強く抗議する。 

５．同じく２０１７年１２月７日の団体交渉において、組合から提示した就業規則改正案の検討の

時期について、法人は「ただちに」「いつまでもズルズル引きずる気はない」「開始はいつでもで

きる」と回答している。この時の団体交渉で労使双方が合意した内容についてまとめた２０１７

年１２月１２日付け覚書にも、就業規則の改正に関する協議が明記されている。にもかかわらず、

これについても、未だに法人からは何のコメントもなく、議論の場を設けることについての提案

もない。 

団体交渉による労使双方の合意内容を反故にする、こうした法人の態度は、これまでの数度に

わたる団体交渉とは内容のない不誠実団交であり、実質的な団交拒否とみなされかねず、労使の

信頼関係構築を害するものと言わざるを得ない。このような、法人の組合に対する極めて不誠実

な対応に対して、断固抗議する。 

６．円滑な労使関係を構築するために署名捺印した文書が交わされていることに加えて、団体交渉



も重ねていながら、上記のように労使合意を実行に移さず、不誠実な組合対応が継続しているこ

とは、労使双方の信頼関係の構築を阻害するのみならず、札幌大学の発展そのものにとっても極

めて遺憾である。このため、本組合は断固として抗議する。 

７． １２月２５日付けの２０１７年札労組－３１「平成３０年度以降勤務延長教員との雇用契約

について」において、組合は、法人に対して、平成３０年度以降勤務延長の意思を持つ教員につ

いて、平成２０年１２月１日施行の「学校法人札幌大学教員勤務延長任用規程」及び「教員勤務

延長任用に関する給与支給内規」に定められた条件での雇用契約を締結するよう申し入れた。こ

れについても、今日に至るまで、法人から組合に対して何のコメントも、協議の提案もなされて

いない。この件についても、本組合は、法人はこうした組合に対する不誠実な態度について強く

抗議する。 

 

上記の組合からの抗議書に対して、２月１６日に「法人としての認識等」として、以下のような回

答が来ました。 

 

 １．過年度分の期末・勤勉手当について 

   法人としては今年度の決算見込み等を踏まえ、組合と協議を行う準備を進めていたが、組合が

北海道労働委員会へのあっせん申請を行ったため、あっせんでの協議になると考えている。なお、

組合からの抗議文書に「２０１７年１１月２日の団体交渉の場においては、組合側に過年度分手

当の支給を期待させるかのような文書まで作成・配布するなど、極めて不誠実な組合対応を行っ

ている。」とあるが、当該資料は過年度分の期末・勤勉手当に関する結論の方向性を示唆する内容

とは全くなっていないものと認識している。 

２．事務職員の課外活動に係る取扱いについて 

  事務職員の課外活動に係る取扱いについては、これまでの団体交渉及び組合からの情報開示要

求等に対する回答において、法人の考えを繰り返し述べてきた経緯にある。また、１２月１９日

付け２０１７年札労組－３０で組合から要求のあった事務職員の課外活動指導に係る取扱いにつ

いて、「事務職員の課外活動の指導及び帯同等に関する取扱いについては、現在、法人において検

討中であるため、検討結果をもって、後日回答する予定である。」旨、１２月２１日付文書で回答

するとともに、昨年末、組合委員長に対し、他大学の調査等を行っていることから、検討に時間

を要することを口頭でも説明している。 

この間、法人において検討を重ね、検討結果について組合に示し、協議を進める準備をしてい

たが、組合が北海道労働委員会へのあっせん申請を行ったため、あっせんでの協議になると考え

ている。 

 ３．労働協約の締結について 

   労働協約については、当初、団体交渉のルール作りから始めるという合意のもとで進めてきた

が、双方が提示した協約案には隔たりがあり、その後これ以外の個別の課題について団体交渉を

重ねてきたことなどから、協約に関する協議は中断している状況にある。また、法人としては、

労働協約の重要な部分である団体交渉については一定のルールが必要であり、議題に関する認識

の共有や交渉の進め方について事前に事務レベルでの調整も必要との観点から、昨年１０月、団

体交渉の在り方に関する話し合いの場を設けたい旨要請したが、組合はその必要性を認めず、話

し合いの場の設定に応じなかったところである。 

法人としては、本学が持続的に発展していくためには、労働協約を一日も早く締結することが

重要と考えており、事務レベルでの調整・協議を含め、必要なテーブルを早期に作る必要がある

と考えている。 

４．図書館改造工事及び休憩室について 

  企業主導型保育事業に関する経過等については、２月１４日付けメールでお伝えしたとおりで



ある。事実関係の確認が行われないまま、このような文書をもって抗議されることは法人として

不本意である。 

５．組合提案の就業規則改正案について 

  就業規則改正案については１月上旬に準備していたが、昨年末以来、直接の交渉がかなわず、

組合からあっせん申請もあったことから、本件の団体交渉申し入れのタイミングを逸していたも

のである。 

  一方で、組合に対し、期末・勤勉手当の期別支給割合の改正に伴う給与規定改正の意見書を求

めているが、組合からは未だ回答がない。 

６．労使合意事項の法人の不履行について 

  組合から求められた交渉には応じてきているが、労使交渉の対象となった議題の整理や解決に

は一定の時間を要する者であり、またこの間、いくつかの議題について労使交渉を重ねるととも

に、３６協定の調印が行われず時間的制約が大きい中で、検討が長引いていることをもって直ち

に法人側の対応が不誠実だという指摘は当たらないものと考える。一方で、法人側が行った財務

状況に関する説明の場の設定に関する要請については応じられていないなど、組合側の対応に問

題があるものと考える。 

７．平成３０年度以降の勤務延長任用教員との雇用契約について 

  新年度から適用する新規程について、現在検討を進めているところであり、今後組合に対し、

提案の予定である。 

 

上記の１と２については、組合があっせん申請した項目でもあり、これまでも組合ニュースで何度

も取り上げてきました。特に、組合ニュースＮｏ．２５でお伝えした１９日の第１回あっせんにおい

て組合が得られた「法人の認識」に対する印象を合わせてお読みいただくと、１６日の法人の「認識」

を示した上記の回答そのものに、法人の組合軽視が分かります。 

例えば「１」について、法人は「組合と協議を行う準備を進めていた」と記しているものの、この

「協議を行う」というのは、あっせんを通じて「法人が組合に一方的に「回答案」を示すこと」を意

味していたことが分かります。一般に「協議」とは「ある問題を解決するために、関係者が話し合う

こと」（『明鏡国語辞典』）をいいますが、法人のいう「協議」とは「法人が一方的な案を示して、そ

れを呑ませる」ことであり、そこには「双方がコミュニケーションをはかる」という行為は存在して

いないのです。 

また「２」についても、法人は「検討を重ね、検討結果について組合に示し、協議を進める準備を

していた」と記していますが、あっせんで得られた感触では、「法人は検討すらしていなかった」とい

うことでした。つまり、ここでも法人は組合に虚偽の回答を繰り返していたことになります。 

「３」については、法人の回答でよくある「論点のすり替え」という話法が使われています。組合

は「９月１３日に組合案を提示したが、今になっても法人はコメントすら出さない」という法人の態

度を問題にしているのに、法人は延々と団体交渉について述べています。こうした論点を（わざとだ

と思いたいですが）ずらして、さも回答するかのように見せかけていることにも、組合に対する法人

の傲慢な姿勢がにじみ出ています。そもそも、労働協約については、条項が多いことから、団体交渉

ではなく、事前準備として一つ一つの条項を個別的につめていく事務折衝が必要であることを組合側

から求めていました。昨年夏に佐藤委員長をはじめとする組合側と武田理事ら法人側との事務折衝に

おいても、以前の労働協約をもとに個々の条項ごとに協議をしていくことで合意しており、そのため、

佐藤委員長が以前の協約をもとにして組合案を作成し、法人に提出していました。組合側の抗議書に

ある「同年９月１３日には組合案を提示した」とはこれを指しています。にもかかわらず、組合側か

ら提案した労働協約案について、法人からは今日に至るまで何のコメントもありません。したがって、

事務折衝において合意したことすら履行しない法人の無責任な姿勢こそが、「話し合いの場を設け」る

ことを妨げていることになります。 



「４」については、その前後の経緯について組合ニュースＮｏ．２６にてお伝えした通りです。組

合から抗議をしなければ、法人からは図書館改造工事について組合に何一つ情報を出さなかったとい

う、自らの組合無視の姿勢を棚に上げた、的外れな物言いです。 

「５」の就業規則の改正案は、組合ニュース No.２２でお伝えした通り、昨年の人事に関する団体

交渉の中で組合が法人に対して提案したものですが、組合による今回のあっせん申し入れの２つの事

項とは関係ありません。にもかかわらず、ここで「あっせん申請があったから、団体交渉の申し入れ

のタイミングを逸した」というのは、理由にはなっていないのではないでしょうか？なお、法人から

組合に求められていた「期末勤勉手当の期別支給割合の改正に伴う給与規定改正の意見書」ですが、

これは２月２０日付で法人に提出しています（添付資料１）。 

「６」について特に指摘したいのは、「一方で、法人側が行った財務状況に関する説明の場の設定

に関する要請については応じられていないなど、組合側の対応にも問題があるものと考える」とあり

ますが、組合執行部は、今まで一度も法人から「財務状況に関する説明の場の設定に関する要請」を

受け取ったことはありません。あるいは、個別の執行委員に立ち話で話したことがあるのかもしれま

せんが、それは「要請」でしょうか？ 

 

平成３０年度以降勤務延長教員の雇用契約に関する組合の提案を無視？ 

上記の「７」については、「新年度から適用する新規程について、現在検討を進めているところで

あり」とありますが、抗議書にも記しているように、組合が昨年１２月２５日に法人に対して要求し

たのは、来年度以降の勤務延長教員の雇用契約についても、裁判の原告と同様に、平成２０年１２月

１日施行の任用規程と給与支給内規が有効であることを認め、それをベースにしようという案を提示

し、それに対する回答です。これでは、組合からの要求に対して、正面からも回答になっていません。 

そもそも、本学の勤務延長教員の年俸減額に関する訴訟で、平成２９年１０月４日に札幌高裁は同

年３月３０日の札幌地裁による一審判決を支持し、法人の控訴を棄却する判決を下しました。１０月

１９日に法人は上告を断念したことで、地裁と高裁の判決内容が確定しました。これにより、平成２

４年１１月１日に法人が施行した「教員勤務延長に関する給与支給内規」の変更は無効となりました。 

また、この内規の変更については、組合と誠実な団体交渉を行わず、組合の合意も無いまま、法人

が一方的に行ったものです。この点については、すでに組合が平成２５年２月２１日に北海道労働委

員会に救済の申し立てを行い、北海道労働委員会は同年１０月１０日に法人の対応が不当労働行為（不

誠実団交と組合に対する支配介入）に当たることを認め、上記の給与内規の一方的な変更は無効であ

るとの判断を下していました。 

今回の勤務延長教員裁判の判決でも、法人に対して平成２４年１１月の給与支給内規は無効とし、

それ以前の平成２０年１２月１日施行の「教員勤務延長に関する支給内規」に基づく未払い賃金の支

払いを命じました。これにより、平成２４年１１月の給与支給内規は法的な効力を失い、それ以前の

平成２０年１２月のみが有効となりました。本学在職中の勤務延長教員裁判の原告となっている勤務

延長教員の方々も、平成２０年１２月１日施行の「学校法人札幌大学教員勤務延長任用規程」及び上

記「支給内規」に定められた労働条件により、今年度の雇用契約書を締結しました。 

したがって、組合は、法人に対して、平成２５年の不当労働行為認定と今年の１０月の高裁判決命

令に従い、平成３０年度以降勤務延長となる教員にも同様の労働条件、すなわち、平成２０年１２月

１日施行の「学校法人札幌大学教員勤務延長任用規程」及び上記「支給内規」に定められた労働条件

を適用するよう、１２月２５日付け札労組３１文書で要求しました（添付資料２）。 

すなわち、抗議書にも記しているように、組合が法人に対して要求したのは、来年度以降の勤務延

長教員の雇用契約についても、裁判の原告と同様に、平成 20 年 12 月 1 日施行の任用規程と給与支給

内規が有効であることを認め、それをベースにしようという案を提示し、それに対する回答です。で

すから、回答としては、 



〇平成２０年１２月の任用規程と給与支給内規を認めるかどうかの確認 

〇認めた上で、それをベースに今後どのような交渉ができるか 

となるはずです。ところが、上記の法人回答の「７」において、法人が「新年度から適用する新規程

を検討している」というのでは、意思の疎通が取れていないどころが、組合の要求とは関係なく、「法

人の案をこれから通知するから待っていろ」というだけです。これでは交渉になりません。 

 そして、こうした組合の懸念が決して杞憂ではなかったことが、３月７日の団体交渉で明らかとな

りました。この時に法人から示された「申し入れ」は、その後、組合に事前の確認や了承を得ること

なく、突然、イントラネットに掲示されました。そこに記された「１．勤務延長任用教員の年俸額に

ついて」では、「４８０万円から５１６万円に改める。」とあります。この「４８０万円」とは、平成

２４年１１月１日付けで行った給与規程内規に記された金額で、これは平成２９年３月３０日の地裁

判決と同年１０月４日の高裁判決のいずれでも変更が無効とされています。ということは、法人は無

効である平成２４年の給与内規をベースにしていることになり、組合からの要求を無視していること

になります。 

これ以外にも、この法人の「申し入れ」には問題点がいくつもあり、今後も団体交渉で話し合いを

重ねていくことで解決を図っていこうということで、３月７日の団体交渉はしめくくったのです。団

体交渉の場で、理事長は「文書で疑問を出してくれ」という発言までしました。ところが、法人は、

理事長のこの発言とは異なり、組合に事前に何の確認を取ることなく、団体交渉があった翌日にこの

「申し入れ」をイントラネットに一方的にアップしました。組合は、このような法人の行為が、あた

かも法人側「（申し入れ）」を既成事実化しようとするものではないか？との危惧を抱いており、これ

が「労使協調路線」といえるのか？むしろはなはだしい組合無視ではないのか？と憂慮しています。

そこで、組合は、３月１２日にこうした法人の対応に対する抗議書を提出しました（添付資料３）。 

 

 

 

 


